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晶滿数総務局・人琳局・ ‘|肖報政餓課との座談会
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日本裁判所番記官協議会

平成27年6月2日（火）午後6時
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溌高裁判所

！ 総務局第一課長

｜ ’可 第二課長
’ 同 参事官

｜ 同 縮三課長
i 人事局給与課長

｜ 同 参事官

’ 情報政策課参事官

出席者

日本裁判所普記官協議会

滋之 会 長 永朋浩 ｜|召

健一 剛 会長 久川三紀夫

文啓 伺 字留川千秋

事務局長寛次 千葉修也

茂 総務部長 中沖美千代

裕 経理部長 原 琢真
1!j･ 企画調査部長 大澤寛久ンぐ

企画訓査部員 瀞田 燕

総務部員 佐古智 IIH

i"僻繩部脹 ｜淵塚和子

大須澱

消藤

平’城

佐野

春名

尾崎

松本

1－

テーマ

l 瞥記官事務の整理について

l1) 取組の現状及び課題について

(2) (1)を踏まえた今後の取組の予定について

2 分野ごとの智:記官事務の状況等について

(1) 民事・行政関係

ア岐近の民事事件の動向

イ 法改正等

ウ判決原本等の国立公文普館への移管について

’2） 刑事関係

豊 灘：
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記官輔44号

鍵簿舞； ァ最近の刑事事件の動向

イ法改正等

ゥ裁判貝制度の実施状況等について

(3) 家事関係

ァ最近の家事事件の動1句

イ 法改正等

ゥ家事事件における曹記官事務の状況

エ子奪取条約実施法について

(4) 少年関係

ア簸近の少年事件の動向

イ 法改正等

普記官事務に関する般近の動向について

(1) 普記官事務の聡境盤備等について

ア音声認識システムやデジタル録音機など，法廷等事件関係室に設悩される機器

の運用状況及び今俵の方向性について

f J ･NETポータルに掲戦されている規則集データベースの充実について

(2) 録音反訳の運ﾊｲ状況と今後の課題について

I3) 帳簿諸票関係事務の現状と課題について

(4) 適正な事務の確保のために留意すべき事項等について

(5) 普記官事務における秘匿情報の取扱いについて

(6) 将来における裁判所の髄子化と書記官事務について

沓:記官の定員の状況について

番記官の給与上の諸問題等について

(1) 普記官全体の処遇について

(2) 級別定数関係について

ア 5級以下関係

イ官職増設関係

普記官の任用上の問題について

(1) 普記官の任用政策について

ア主任瞥記官のポストの増設について

イ 他官庁への出向状況等について

(2) 主任書記官選考について

(3) 女性書記官の管理職登用について

(4) 再任用制度について

(5) 仕事と生活の調和への配慰について

(6) 次世代育成を支援する取組や制度（子どもを生み育てることと仕事の両立）につ
いて

(7) 産前・産後休暇，育児休業制度における代替要員の確保について

普記官の人材育成における課題と今後の方向性について
メンタルヘルスについて

システム開発等と書記官事務について
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蝋尚裁総務局・人事局・傭報政紫課との座談会

(1) 裁判所における情報化の状況と課題について

ァ情報システムの全体最適化

イ情報セキュリティ水準の向上

ウ災害等に強い情報システムの構築等

（2） 惜報化を推進するための人材の育成について

（3） 各種裁判事務支援システム(MINTAS, KEITAS)の稼働状況等について

7MINTASの稼働状況

/i MINTASの家庭裁判所への導入

ウ KEITASの稼働状況

=KEITASの機能改善改修

yj- KEITASの更に使いやすいシステムに向けた取組

（4） 家庭裁判所や簡易裁判所の情報化について

ア家庭裁判所の情報化について

イ 簡易裁判所の情報化について

(5) J ･NETポータルの充実について(3(1)イを除く分野について）

（6） 情報セキュリティ (USBメモリ等による非公表情報の持ち出しを含む｡）の職員
への激識付けについて

（7） 平成28年に予定されZ Dと沓:記官事務への影判!について
10東日本大旗災への対応状況について

'i

；

I

千葉事務局長

本日は，御多忙の中, H本裁判所掛:記官協議会のためにiill出席いただき，誠にありがと

うございます,。

ただいまから．総務局， 人事局及び傭報政紫課との座談会を始めさせていただきます’，

開雌に当たり， 当協議会の永田会長から御挨拶I:IIし上げます〈，

永田会長

本日は， お忙しいところ，総務局から大須側第一課長,清藤第二課長，佐野第三課長，
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会報笹記官鯆44号
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の一つとなっております。各局課の御負担は大変重いものとなっているのではないかと推

察しておりますが， 会員の期待を御掛酌いただき， 今年も大変賞重なお話をお伺いできる

ものと楽しみにしております。

さて， およそ15年前から始まった司法制度改革は，現在， 改革の内容を着実に実施し安

定化させる||寺期にあります。この間，平成17年の民事執行法の改正において，物件明細書

や配当表の作成を普記官が行うこととされるなど普記官の椎限は大きく拡がるとともに，

労働誰判制度，裁判員制度等の導入によって普記官の役割や職務内容が大きく変化してき

ました。我々沓:記官は． そのような変化に対応すべ〈自己研錨に努め， 司法に対する国民

の期待に応えるべく，裁判官等と協働して，適切かつ円滑な制度の連用に努めてきました。

しかしながら，普記官事務の現状を見ると， 普記官が事務の本質を理解せずに， あるい

は， 個々の事件の処理に当たI)裁判官等と共通の認識を持たないまま， 適切とはいえない

事務処理を行うといった状況がいまだ見られるところです。このような現状を踏まえる

と、我々書記官は， より一隔の努力を重ねる必要があります噂．

日普協におきましては、普記官の役制が更に大きくなっている状況の中『 11}記官馴務の

現状を踏まえ，普記官が個々の事件処理において正確で適切な事務を遂行するとともに，

司法制度改鱸等によって導入された制度を蒲実に， そして安定的に実施するための「専門

的知識及び技能の向上」を目指し，様々な企画を検討し、鋭意実施に移していきたいと考

えています。

そして， 日普協の活動が有効な取組となるためには，殿商裁の問題意識や諸施策の意図‘

目的を踏まえて活動を行っていくことが重要であると考えておりますし，駁高裁事務総局

の方々に日番協の考えや取組を知っていただくことによって溌高裁の施紫に活かせるもの

もあるのではないと思います。そういった観点から，本日の座談会では． これまでとは

違ったお話をお聞かせいただくとともに，率直な意見交換をさせていただければと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。
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千葉事務局長

それでは， これからの進行は大澤企画調査部長にお願いします。

左から久川副会長永田会長，宇留川副会長千葉事務局長

1 書記官事務の轄理について

大澤企画調査部長

企画調査部長の大澤でございま

す。よろしくお願いします。

まず，書記官事務の盤理につい

て，取組の現状及び課題についてお

聞かせください。
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雌商裁総務局・人事局・ ‘|背報政策課との座談会

平城総務局参事官

（1） 取組の現状及び課題について

番記官事務の整理の取組は，現在のあるべき普記官事務の姿を裁判所全体で共有し，裁

判手続に真に必要な書記官事務が合理的に遂行される状態を将来にわたって確保すること

を目的とするものです。

書記官事務は，適正迅速な裁判を支えるためのものですから，裁判の運営主体である裁

判官が， あるべき書記官事務の姿を理解しておくことが必要です。したがって。裁判官と

沓:記官とが現状の沓記官事務があるべき姿になっているかどうかを不断に検討し，談論を

重ねて， 合理的な沓記官事務の遂行へとつなげていく、 という日常的で主体的な検討や実

践こそが取組の韮本となる姿であると考えています。

そこで，普記官事務の盤理の取組では，裁判官と番記官との間，普記官同士で， あるべ

き普記官事務の婆を検討する前提となる視点，すなわち書記官の設置根拠から導かれる，

事務の法的根拠と|引的という二つの視点を共有することが重要であると考えています。 も

ちろん， この視点を共有しただけであるべき普記官事務の姿が|ﾘﾘらかになるわけではあり

ません。この視点を踏まえた上で，裁判実務の実情に応じた合理的な事務の姿を追求する

ことによりはじめて‘ その時代， その場所に応じたあるべき:諜記官事務の姿が明らかに

なっていくものです〃

これまでも， 裁判所職員総合研修所や司法研修所と連推し‘ 両研修所で合同開催される

実務研究会等において．番記官事務の雛理の視点に基づいた共|荷}研究を実施してきまし

たc具体的には， 上|常当た()前のように行われている特定の事務を取り上げ,事務の根拠・

目的に立ち返りながら，裁判官は:灘記官がどのようなことを行うべきであると考えている

か， 沓:記官は実際にどのようなことを行っておllまた， それはなぜ行っているかという

切り|~|で，現状の事務があるべき姿になっているかどうかの検討を行っています。このよ

うな研究会等を続けてきたこともあり， 各庁においては，裁判官と沓記官との間，裁判官

平城総務局参事官 ここで必要なのは， それぞれの官職がそれぞれの役割を
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会報譜:記官鋪44号

鍛大限発揮して，一つの裁判という結果を生み出していくことです。そのためには，官職
相互や官職内部において， 自分たちはなぜその事務を行っているのか． もっとよい方法が
あるのではないか，在るべき事務について自覚的に議論していく． このような営みを日常
的に行っていくことが重要なのです。

(2) (1)を踏まえた今後の取組の予定について

大澤企画調査部長

取組の現状及び課題を踏まえた今後の取組の予定についてお聞かせください。

平城総務局参事官

この取組が根付いていくためには，諜記官事務を検討する視点が裁判所全体で共有さ

れ， これが日常の執務に活かされていく必要があります。最商裁としては， 例えば， ［|常
的な取組の実例をいくつか紹介するなど， このような実例の紹介を含め・ 各部や各庁にお
ける裁判実務についての談論に有益な情報の提供をしていきたいと考えています。

2分野ごとの書記官事務の状況等について

大澤企画調査部長

分野ごとの妓近の動向と．それに伴う醤:記官事務の状況等について，お聞かせください。

大須賀総務局第一課長

（1） 民事・行政関係

ア最近の民事事件の動向

簸近の民事事件の事件数の動向について，平成26年の全国の新受件数は， 全体として平

成25年に引き続き減少しています。

具体的には，地裁の訴訟事件(15万1636件,前年比一約4.43%)及び簡裁の訴訟事件(33

万1476件，前年比一約4.57%)は，平成21年をピークに減少傾向にあります。この点につ

いては，地簡裁の訴訟事件の増加の大きな要因であった不当利得返遡請求事件が終息に向

かいつつあることに加えて，簡裁においては，貸金請求事件が大きく落ち込んだことも要

因であると言えます。

そのほか，平成15年をピークに減少している破産事件(7万3368件,前年比一約9.57%),

平成22年に減少に転じた不動産執行事件（2万8084件，前年比一約16.7％） も事件数が減

少しています。

イ法改正等

平成25年12月11日に消費者の財産的被害の集団的なl亘|複のための民事の裁判手続の特例

に関する法律（平成25年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法j)が公布されました。

消費者裁判手続特例法は，一部の規定を除き，公布の日から起算して3年を超えない範囲

内において政令で定める日から施行されます。現在， この法律に基づく手続の円滑な導入

に向けて，蛾高裁判所規則をはじめとして．規程・通達等も含めて，制定や改正の作業を
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雌尚裁総務局・人!1#局・悩報政雄課との座談会
，

1
1
』

行っています。

民法の改正については，俄権関係の規定について，約200項目にわたり見直した民法の

一部を改正する法律案が，現在， 国会で群議されています。法案が成立した際には， 各庁

に対して情報提供を行う予定です。

次に，民事調停事件においては，法的判断や専門的知識に蕊付けられた合理的なあっせ

んを求める当事者のニーズに応えられるよう， その紛争解決機能を強化する取組を進めて

います．平成25年12月には， これまでの議論を集約した形で司法研究報告書が刊行され，

具体的な訓停運営モデルや留意点が提示されました。

ウ判決原本等の国立公文書館への移管について

蝦高裁判所においては，公文書等の管理に関する法律第14条（旧国立公文番館法15-)

の規定により平成21年8月51三|に内閣総理大臣と般高裁長官との間で締結された申合せ等

により，保存期間が満了した裁判文杏のうち歴史礎料として重要なものである①民事事件

(民事訴訟事件， 行政訴訟事件及び人事訴訟事件）の判決原本等，②事件記録等保存規程

第9条第2項により特別保存に付されている民事事件の事件記録等及び③大群院時代（裁

判所法の施行のH (昭和22年5月3日）前）に術え付けられた帳鰊諸票を国立公文普館へ

移管することとされています（(§)については，平成25年の申合せ等の改訂によI),新たに

移管することとされました｡) ‘コ

ー'二記申合せ等を受けて平成22年2月l「|に策定された移管計画（第1期）によ() ， 平成

24年までに， （1)及びI2)のうち全ての裁判所の昭和30年までに完結した事件に係るものが移

椅されました。平成25年以降については， 同年6月26EIに紫定された移管計･画（第2期）

により． 平成29年までに, '1'及び②のうち昭和37年までに完結した珊件に係るもの及び3'

のうち民那事件の事件郷が移管されることになっておI) ,平成26年は名古屋・福岡高等裁

判所管内のものが移管されました。平成27年は大阪‘高松高等裁判所管内のものの移管が

予定されておI) ,平成28年以|朧も順次他の裁判所のものを移管していくことになI)ますc，

（2） 刑事関係

ア最近の刑事事件の動向

雌近の刑事事件の事件数を見ると，平成26年の刑事訴訟

事件の新受人員は． 商等裁判所が5905人（前年比一約

3.196) . 地方裁判所が7万2776人（前年比十約1.4%),簡

易裁判所が29万3036人（前年比一約9.0％） （うち略式事件

数は28万4342人） となっており， 刑事事件全体として新受

事件総数は減少傾向にあります。

イ法改正等

法改正関係では，平成25年6月19日に公布された刑法等

の一部を改正する法律及び薬物使用等の罪を犯した者に対 大須賀総務局第一課長
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会報瞥記官第44号

する刑の一部の執行猶予に関する法律は，特別遵守事項として社会貢献活動を新設する更

生保護法改正部分が今月までに、刑の一部執行猶予部分が平成28年6月までに施行される

予定となっているところであり，現在， 手続の円滑な導入に向けて，規則や通達の改正等

について検討を進めていますc‘ また，新たな刑事司法制度の術築に関する刑事訴訟法等の

改正案が今年3月に図会提出されたところですが，新たな制度を多数導入することを内容

とするものであI) 、書記官事務にも大きく影群する見込みであることから， 今後も注視し

ていく予定です。

ウ裁判員制度の実施状況等について

平成21年5月21日の裁判員法施行後，平成27年3月末までの裁判員裁判対象事件の新受

人員の累計は9398人であI) ,罪名別の内訳で見ると，強盗致傷事件2243人，殺人蛎件1976

人，現住建造物等放火事件878人なと、となっています。 また， 判決で終局した人員（裁判

貝法3条1項に基づく除外決定のあった人員は除く、）は7601人であり． このうち否認事

件は3295人となっています。

平成26年の裁判員裁判で裁判員に選ばれた方は6938人です。裁判員を経験された方に対

するアンケート結果によI)ますと， 群理の内容の理解のしやすさは若干の低下が見られる

ものの，評議における談論の充実度についての評価は年々上がっており．裁判所職員の対

応，裁判所からの'|背報提供，裁判所の設備などに対する全体的な印象については， 引き続

き多くの方から適切なものであると評価していただいております．

裁判員制度は，施行後6年が経過しましたが， 国民の熱心な協力の下． これまでのとこ

ろ概ね順調に運営されています。裁判員を経験された多くの方々から， 裁判貝として裁判

に参加したことは良い経験であったと高く評価していただいている一方で、 様々な課題も

明らかになってきており， 今後も制度導入の理念や刑事裁判の基本的なありように常にた

ち返りつつ，検証，改善の努力を続けていくことが必要です。また， 今後も更に広く裁判

所や裁判員制度についての理解を深め．裁判所を身近なものと感じていただくため， 引き

続き， 各庁の実情に応じて， これまでの経験， 実績も適宜活用しながら､ 出前誰義等の広

報活動により国民に職種的に働き掛けていくとともに， このような機会に裁判員制度に対

する国民の生の声を聴き，組織的に裁判員制度の連用の改善に役立てていくことも重要で

す。

清藤総務局第二課長

（3） 家事関係

ア最近の家事関係事件の動向

平成26年における家庭裁判所の家事事件総数の新受件数は､ 91万0648件（前年比一約

06％） となっており， これまで増加傾向が続いていたところ，平成26年は若干の減少に

転じています。その主な内訳を見ると､ 家事群判事件は73万0610件（前年比一約0.5%),

家事調停事件は13万7214件（前年比一約1.7%), 人事訴訟事件は1万0527件（前年比一約
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最高裁総務局・人事局・梢報政策課との座談会

0.6％） といずれも高止まりしていますが， このうち，家事審判事件の新受件数が減少に

転じた主な要因は，精神保健福祉法上の保護者制度の廃止を盛り込んだ精神保健及び糟神

障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成26年4月1日から施行されたことに

伴い，保護者選任事件が約4万4000件減少したことによるものであり，後見等監督処分事

件及び後見人等に対する報酬付与事件については約3万件増加するなど，依然として増加

傾向が続いています。

また， いわゆるハーグ条約の締結に伴う国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

の実施に関する法律（以下「子奪取条約実施法」という｡）に基づく子の返還申立事件の

新受件数は，平成26年（施行された4月以降）が9件，平成27年（3月末現在）がll件と

なっています（うち4件は移送件数であるため， 当事者から申し立てられた子の返還申立

事件は16件です｡)。

イ法改正等

家事事件に影稗する法改正の動向としては， 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄

に関する規律等の整備について，平成27年2月，法制審議会国際裁判管!|塔法制（人事訴訟

事件及び家事事件関係）部会において「人事訴訟事件及び家事事件の国|祭裁判管職法制に

|卿する中間試案」が取りまとめられ，意見募集（パブリックコメン1､）の手続が行われま

した。また， 同年4月から，法制審議会民法（相続関係）部会において相続に関する規律

の見直しについて群議が行われており， これらの議論の動向については， 引き続き各庁に

対して必要な情報提供を行う予定です。

ウ家事事件における書記官事務の状況

（ｱ） 家邪事件全体について

家事法施行から約2年半が経過し，実務の運用が定蒲しつつある一方で，家事法の施行

後，浮かび上がってきた運用上の問題点として，子の意思の的確な把握・考慮，手続の透

明性確保のための新制度（相手方当事者の審問への立会い，事実の調査の通知等）の適切

な運用， テレビ・電話会議の更なる活用．調停に代わる審判の活用などが当面の課題と

なっています。

また，家事法の下における家事調停事件においては， その法的紛争解決機能の強化が求

められており，裁判官のみならず，番記官，家裁調査官， 調停委員等の関係職種が問題意

識を共有し， それぞれの役割を適切に果たしていく必要があります。家事事件を担当する

裁判官を始めとする関係職種が参加した協議会等において，裁判官による調停手続への効

果的な関与を実現するための手段とその課題について，各庁の実情を踏まえた実践的かつ

分析的な議論が行われ， これまでの談論の一応の取りまとめとなる協議の結果について

は，家庭局から全庁に対し還元されたところです。さらに，各庁の取組が現在どのような

段階にあり‘今後，取組をどのように進めていく必要があるのかといった点に重点を置い

た議論も行われました。
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最高裁判所においては， 各庁の取組を支援するために， 引き続き，協議会等を通じて各

庁の実'情把握に努めるとともに．必要に応じて適切な情報提供を行っていきたいと考えて

います。

I
(ｲ） 成年後見関係事件について

平成26年における成年後見関係事件（後見開始等，保佐開始等，補助開始等及び任意後

見監督人選任事件）の新受件数は， 前年比約1.096増の4万3741件と． 引き続き増加傾向

にあり， 高齢化の進行等に伴って、 今後もますます成年後見制度の利用が増えることが予

想されます‘，

一方で，後見人等が不正行為を行い‘逮捕，起訴され‘ 実刑判決を受けた事例が報道さ

れるケースも後を絶たない状況にあり‘ 平成26年1月から12月までの間に全国の家庭裁判

所から報告された後見人等による不正事案は831件， 彼書総額は約56"7000万円にも上っ

ています。

家庭裁判所においては． 後見人等による不正行為に適切に対処しつつ‘専門恥後見人等

の活用や後見制度支援信託の利用を拡大し， 更なる不正防止策の充実を図っていくことが

喫緊の課題となっています。特に， 後見人等による不1E行為を防l上するためには，導入後

3年余I)が経過した後見制度支援信託の更なる活用が重要となるところ，平成24年2月1

日から平成26年12月末日までの間の全国の利用事件数は3389件となっており， 利用の拡大

が進んでいるものの， その活用が一部の庁に偏っている状況も見受けられます“

なおⅧ 後見人等による不正行為を防止するとともに‘ 今後は，累噌する後見等監将処分

事件等について実効的かつ合理的な事件処理を図る観点から， 後見等臘督の在り方につい

て，現状を客観的に検証した上で，実証的な視点を持って見直しを検討し， 関係職種間の

共通認搬を形成した上で． これを実行に移していく必要があります。そこで， 後見事件担

当裁判官や書記官が参加した協議会や研究会） において， 後見等朧督の在()方の見直しに

関する協議が行われ， 後見等監督の在り方の見直しと後見制度支援信託の活用についての
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に‘ 中央当局である外務省を始めとする関係機関との間で必要な協議を行うとともに，東

京家裁，大阪家裁のほか，抗告審となる東京高裁及び大阪高裁との間で意見交換を行って

います。また，子奪取条約実施法の適用のある面会交流の調停，審判や特則が設けられた

親権者の指定若しくは変更又は子の監誰に関する処分についての審判については，全国の

家庭裁判所の実務に影響があることから，家事事件担当裁判官や書記官が参加した研究会

のテーマとして取り上げ、必要な情報提供を行うとともに，平成26年9月には執務の参考

となる執務盗料を作成して全国の高等裁判所及び家庭裁判所等に配布しました。

（4） 少年関係

ア最近の少年事件の動向

少年保誰事件の新受人員は‘ 昭和58年（68万4830人）以降減少し，平成26年は前年比約

1l.496減の10万7479人となっていますが，近年， 再非行少年率が過去最商水準で推移する

など，少年誹判に対しては， これまで以上に厳しい目が向けられているところです。また，

少年法の一部を改正する法律が平成26年4月18日に公布され， 少年刑の見直しを内容とす

るものについては同年5月8日に， 家庭裁判所の裁鐙による国選付添人制度及び検察官関

与制度の対象事件の範囲の拡大を内容とするものについては同年6月18日から施行されて

います。平成26年度の協議会等においては， 少年の健全育成に向けた執務の在り方や裁趾

国選付添人選任の在I)方等について実践的な議論が行われましたく，

イ法改正等

平成26年6月1111に新少年院法及び少年総別所法等が公布され．平成27年6月1日から

施行されています。これらの法律は， 少年院の種類等の見直し・再編を含む矯正教育の基

本的制度の法定化在院（所）者の権利錐務等の明確化不服申立制度の整備， 第三者委

員会の設世等が主な内容となってお|) ．従来の初等少年院及び中等少年院を合わせて第一

種少年院と，特別少年院を第二種少年院と，医療少年院を第三種少年院とすることとされ，

例えば， 少年院送致決定の主文等の記赦に変更が生じるなど家裁の実務にも影群が生じる

ことにな{)ます・これらの法律の施行に先立ち．少年群判規則の一部を改正する規則が制

定され， 平成27年6月1日から施行されているほか，少年の処遇に関する少年院等関係機

関との連携についての家庭局第一課長事務連絡を発出しました。
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3書記官事務に関する最近の動向について

（1）書記官事務の環境整備等について

大澤企画調査部長

沓記官覗務に関する簸近の動向として

さい庭

沓記官事務の環境整備等についてお聞かせ〈だ
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佐野総務局第三課長

ア音声認識システムやデジタル録音機など，法廷等事件関係室に設置される機器の

運用状況及び今後の方向性について

（ｱ） 音声認識システムの逆用状況について

連日的に証拠調べが行われる裁判員裁判において， 一般市民である裁判員等が必要に応

じて法廷における証言内容を迅速に確認することのできるツールとして平成21年5月の制

度運用に合わせて全国の裁判員裁判法廷（60庁）に音声認識システムを整備しました。

本システムを術成する機器等が平成26年度に更新期を迎えたことから、 ｜箪害発生リスク

の低減化等を目的として機器構成の単純化とそれに対･応したアプリケーションの改修を行

いました。

今後も， 引き続き安定的な遮用が行えるよう技術的なサポートを行っていきたいと考え

ています。

Iｲ） デジタル録音機の羅備等について

法廷用録音機については，平成22年度までに， 高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所の

法廷及び家庭裁判所の人事訴訟用法廷に設置されている録音機を全てデジタル化したほ

か， 出張尋問等において利用するためのデジタル録音機（持ち遮ぴ可.能なもの）を高等裁

判所・地方裁判所の民刑各部並びに家庭裁判所本庁及び支部にそれぞれ盤術するととも

に． 少年事件において利用するためのデジタル録音機を，逐語録調普の作成が相当程度見

込まれる庁に整備してきました。

今後は， これまで整術されたデジタル録音機を， 各庁の法廷ごとの使用頻度，法廷の増

減， 逐語録需要の増減等に応じて現場において逐語録作成に支|職が生じないように． 対･応

をしていきたいと考えています。
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（2）録音反訳の運用状況と今後の課題について

大澤企画調査部長

録音反訳の運用状況と今後の課題について， お聞かせください。

佐野総務局第三課長

録音反訳は，平成10年に本格導入されてから約17年余りが経過しましたが．順次導入庁

が拡大され，現在では， ほぼ全ての庁において利用されています。

録音反訳方式を利用した逐語調書の作成は， 明瞭な音源の確保， 立会メモの作成，参考

資料の選別，反訳初稿の校正という一連の段階を経て行われるものであり， その過程で裁

判所外の業者に契約に基づいて反訳作業を行わせるという性質上， 瞥記官事務として，反
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雌商裁総務局・人蕊局・ '購報政紫課との座談会

訳作業に必要となる情報を適切に提供した上で，提出された反訳初稿が契約に基づく給付

として問題がないかを確認する必要があります。これらの一連の事務は， 沓:記官が各事務

の目的を理解した上で合理的に遂行する必要がありますが，現状として，瞥記官によって

立会メモの内容が大きく異なっている，校正の方法や程度にもバラツキが窺われるなど，

それぞれの事務の目的が意識されないままに行われている場合もあるのではないかとの問

題意識を有しているところです。

このような録反事務の現状に対する問題意識を共有し，現場においてあるべき事務の検

討や議論を行いつつ‘具体的な実践を穂み重ねながら， よりよい事務を行っていただきた

いと考えています。

なお，録音反訳は業者との間の契約に基づいて行われるものであるため，録音反訳事務

を行う書記官において，その契約内容を理解しておく必要があることは言うまでもありま

せん。

（3） 帳簿諸票関係事務の現状と課題について

大澤企画調査部長

帳簿諸票関係事務の現状と課題についてお聞かせください。

佐野総務局第三課長

I帳簿諸票の備付・保管，保存，廃棄事務等については， 謡:記官躯務等の査察において簸

寓数から盗察事項として指定してきたこともあり， ：沓記官において|對心があるところかと

思いますc‘

’帳簿諸票関係事務は，一部において，通達等に照らして不適切と思われる事務が行われ

ていますが， これは， ｜司事務が事件処理に直接結び付く事務ではないこと等から， その璽

要性が認識されていないことが一因として考えられます。帳簿諸票は事件記録と相まっ

て，事件処理の経緯等を明らかにする擬料となるものですので， その重要性を再認識して

いただき，適正な事務を行うようにしてください。

（4）適正な事務の確保のために留意すべき事項等について

大澤企画調査部長

適正な事務の確保のために留意すべき事項についてお聞かせくだきい、

佐野総務局第三課長

書記官は，各種調書の作成をはじめとする公証事務，期日呼出状や憤務名義正本等の送

達事務，事件記録の保管事務などを的確かつ着実に行うことを通じて．裁判手続を適正な

ものとし， その円滑な進行を確保して， 当事者等の信頼を得てきました。

ところが，不適切な事務処理事例が後を絶たないばかりか，同様の靭例が繰()返されて

います。他方，裁判所を取り巻く状況については、 社会当事者の権利意識の高まり， マス

コミや世論の裁判所に対する関心の高まりなどもあって，不適切な事務処理事例が及ぼす

影響はますます大きくなっており，着実に築き上げてきた書記官に対する信頼が大きく揺

：
６
§
§
§
…
場
…
！
…
…
Ｉ
…
§
舟
噌
息
ｆ
ｆ
憧
鰯
奪
蝿
穏
囑
噌
豊
密
鵠
謹
趨
懸
側
稚
鐙
湖
蝦
蕊
噌
癒
罎
雫
噌
率
噸
罎
準
種
繧
鱈
罐
罎
轌

71



会報瞥記官第44号

顧
るぎかねない状況となっています。

適正な事務を確保するためには．事務フローが合理的

か， 不適切な事務処理につながる要因がどこに内在してい

るか，情報の引き継ぎが過不足なくなされているかについ

て， 連携する者同士で共通認識をもった上で事務処理の見

直しをすることが重要だと考えています．

大澤企画調査部長

適正事務の確保という点でいえば， マニュアルの整備に
鳶′ 常

より解決を図るアプローチもあると思われますが． 沓:記官 佐野総務局第三課長

事務の整理との関係でどのようにお考えなのでしょうか蜂

佐野総務局第三課長

これは， マニュアルの功罪であるかと思われます。堆本的な知識を短期間で付与する意

味では有効であ{) 、 マニュアルを否定するわけではありません．ただ． なぜそのi脹郷が必

要なのか， なぜそのシステムデータが必要なのか． という本質的な部分について， 聯務に

習熟するに応じて-'一分に理解してする必要があI)ます．このような部分において， 沓:記官

事務の雅理とも関係してくるところと考えています‘、

（5） 書記官事務における秘匿情報の取扱いについて

大澤企画調査部長

苫記官事務における秘I笠情報の取扱いについてお聞かせください。

佐野総務局第三課長

裁判所において秘匿すべきであると判断した傭報については，裁判所の意図に反して流

出させることのないように適切に管理する必要があり． そのためには裁判官を含めた関係

職員間で， 問題意識を共有し， 共通の視点を持って日々の事務処理態勢を附築しておく'2，

要があると考えられます。平成27年2月19日付け総務局第一課長，民事局第一課長， 刑事

局第二課長及び家庭局第一課長事務連絡「秘匿情報の適切な管理について」において‘ 秘

匿情報の適切な管理のために必要な視点等が， ｜司年4月30日付け民事局第一課長及び総務

局館三課長事務連絡「民事非訟手続における秘匿情報の適切な管理について」において．

民事非訟手続について各庁で作成されている秘匿情報の申合せの内容や考え方がまとめら

れていますので， これを参考にしつつ各庁において適切な事務処理態勢の構築に向けた検

討を行っていただき，庁全体として事務処理に遺漏のないようにしていただきたいと考え

ていますc

秘匿情報の取扱いについては． その漏えいが重大な結果を生じさせてしまうこともあ

I) , これまでも日々工夫を重ねられてきたと思いますが， 引き続き，現場における検討や

議論を行いつつ， よりよい事務を行っていただきたいと考えています。
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岻商数総務局・人聯局･ ,l'i'i報政縦課との座談会

（6） 将来における裁判所の電子化と書記官事務について

大澤企画調査部長

将来における裁判所の電子化と書記官事務についてお聞かせくださいこ。

佐野総務局第三課長

MINTAS等のシステムの導入によ{､) , 記録の管理やll腹簿諸票関係事務については，従

前の紙ベースのものから電子化が進んできたところです。電子化が進んだとしても書記官

事務としての基本的な考え方に変更はありませんから，電子化前からの談論も踏まえつ

つ．電子化後のあるべき普記官事務の姿を検討していただければと考えています。

今後のさらなる電子化については，現場の必要性や技術の進展を見定めながら適切に対

応していきたいと考えています‘,

4書記官の定員の状況について

大澤企画調査部長

書記官の定員の状況についてお聞かせください。

清藤総務局第二課長

平成27年度の期員要求については， 国家公務員の定員を巡る極めて厳しい‘情勢の1ぐ，裁

刈所としては．社会経済情勢の変化を背景として一届の複雑性I難化が進んでいる民事訴訟

蛎件について， 適正かつ迅速な処理を脳|る態勢を整備する必要がある旨を， また，家事41

件については， 家事事件手続法の趣旨を踏まえた適正な手続を実現するとともに、 累秋的

に増加する後見関係事件に適切に対応するための態勢を盤術する必要がある旨をねばり強

く説|ﾘ1し‘折衝を続け．財政当局の理解を得るべく全力を注いだ結果，普記官について34

人の純琳が認められ， また． 沓:記官への振智についても‘要求どおI)5人が認められまし

た．

永田日書協会長

家裁が繁忙であるという声が非常に多く聞こえてきます。家裁の繁忙状況について何か

お話いただけることがあればお聞かせくださいc

清藤総務局第二課長

事件動向について，先ほど説明したとおり， 成年後見が増加しています。家裁への人員

の手当てはここ数年行っており．繁忙状況はもちろん各庁ごとに見なければな{)ません

が，総じてという意味では， それな')に改善していると‘'＆われます。

もともと家事事件は事件の種類も多く， 訴訟と違って事務処理が定型的に決まってい

るわけではなく。 庁や工夫によってばらつきもあるというところもあ{)ます。特に後見を

始め．蛎務処理の在I)方については．現在．裁判官，普記官，家裁調査官を含めて検討中

でありこのような検討作業や事務処理をと．うしたらいいのかといろいろ考えながらやっ

ているので． これも繁忙感にかなり繋がっているのではないかと思われます．単に増員だ
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会報智記官鮪44号

けではなく，事務処理の合理化を併せて行っていく必要があると考えています。
気

5書記官の給与上の諸問題等について

大澤企画調査部長

沓記官の給与上の諸問題に関し， お聞かせください、

春名人事局給与課長

（1） 書記官全体の処遇について

：沓:記官の給与上の処遇については，瞥記官の法律専門職

としての高度の専門性，職務の複雑・困難性．普記官の権

限拡大，職責の増大などを踏まえ，級別定数改定や官職増

設について鋭愈折衝を行い， 国家公務員の人件謎を巡る'情

勢がこれまで以上に厳しい中， 適正な昇格運用の枠組みを

維持するのに簸低限必要なものを確保したところです。

級別定数の拡大を巡る情勢が年々厳しさを増しているこ

とから、 今後の級別定数の拡大は極めて困難であることが

予想され， これまでの昇格運用が維持できるか予断を許さ
春名人率局給与課長

ない状況ですが， 定員振替や増員による瞥記官の年齢榊成

の変化という状況を踏まえて， ：』:記官の適正な昇格連用の枠組みを維持することができる

よう． 引き続き努力をしていくつもりです亀

（2） 級別定数関係について

平成27年度予算の級別定数の改定折価においては， 国家公務員の人件数を巡る厳しい情

勢に加え， 人事評価結果に基づく昇格運用が本格化し‘ 昇格水準の抑制を含めた見直しが

求められる中，裁判部門の執務態勢をより充実強化する必要があることや書記官の職責が

増大していること， また，栽判所においては従前から成綴主義・能力主義に則った昇格運

用を行ってきていることを強く主張し‘ 粘り強く折衝に当たりました。その結果， 次に述

べるとおり，裁判部門において中心的な役割を担っている中堅書記官の処遇が後退しない

よう， 5級以下を中心に一定の成果を上げることができたものと考えています◎

ア5級以下関係

：沓:記官については， これまでの大'隔な定員振替及び増員による年齢櫛成の変化及び級別

定数の構成比率の変動に伴い，普記官の適正な昇格運用の維持が困難となることを避ける

ため， 引き続き5級， 4級及び3級について定数の切上げを要求し，粘り強く折衝を行っ

た結果現在の昇格連用の枠組みを最低限度維持するために必要な数の切上げが認められ

ました。

イ官職増設関係

官職増設については，裁判部門における執務態勢の充実強化を図るため， 大阪家裁に次
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蛾簡裁総務局・人事局・ ‘|背報政鎧課との座談会

席書記官を増設することが認められました。また，主任脅記官についても，一定数の増設

を確保することができました。

e蓄記官の任用上の問題について

（1）欝記官の任用政策について

大澤企画調査部長

普記官の任用政策についてお聞かせください。

尾崎人事局参事官

ア主任醤記官のポストの増設について

下級裁判所の裁判部門の充実強化への取組にとって，主任誉記官の配置は極めて重要で

あることから， 「替記官の給与上の諸問題等について」のところで説明したとおり，平成

27年度予算においても，一定数の主任替記官の増設を実現することができました。

適正迅速な裁判の実現に向けて裁判部の職員が十分に能力を発揮できるような指導監情

態勢を維持・強化できるよう今後も引き続き必要な整備について，努力をしていきたいと

考えています。

イ他官庁への出向状況等について

平成27年4月1E|現在，国会関係（衆・参議院）や行政省庁など全12か所に合計36人が

鵲向しています。出向期間は、通常は2年の予定となっています。

他省庁等への出向は，裁判所以外の組織を経験することによって視野が拡大し識見が嵐

まるため， 出向者自身の能力向上や専門性を深めることに街するところが大きく， ひいて

は， それを組織に還元することにより，組織にとっても有用性が高い等のメリットもある

ことを考慮に入れつつ．事件処理に必要な書記官を確保することを前提に．今後も出向先

及び人数について検討していきたいと考えています‘，

（2）主任書記官選考について

大澤企画調査部長

主任普記官選考についてお聞かせください。

尾崎人事局参事官

主任普記官選考についてですが，現在は，すべての高裁において公募による主任書記官

選考が実施されています。これは，主任書記官の果たすべき役謡がこれまで以上に重要に

なっていることを踏まえて，意欲と能力のある職員を公平で透明な手続によって広く登用

していくという趣旨によるものだと認識しています。また‘公葬制の場合，子どもの養育

など自らのライフサイクルを踏まえて， いつごろ選考を受験するかということを自ら選択

することが可能であることから，男女共同参画社会における女性の主任書記官の職種的登

用に資するのみならず，仕事と生活の調和を考える上でも望ましい方法の一つではないか

と考えています。
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会報譜記官鮪44号

（3） 女性書記官の管理職登用について

大澤企画調査部長

女性書記官の管理職登用についてお聞かせください心，

尾崎人事局参事官

裁判所においては，普記官に限らず女性職員の採用・登用拡大を意識した具体的取糸l1等

を通じて． これまでも意欲と能力のある女性職員の稚極的な登用を進めてきたところで

す．

その結果， 女性職員の登用の拡大は着実に進んでいるものと考えていますが，上位官職

に占める女性職員の割合が他の役職段階や各職秘全体に占める女性職員の制合よりも低い

ことや．政府は「社会のあらゆる分野において， 2020年までに， 指導的地位に女性が占め

る背l1合が， 少なくとも3006程度になるよう期待する噌’」ことを目標にしておI) , これと比

戦して裁判所の現状はまだ-|-分とは言えない状況にあることから， 引き続き取組を進めて

いく必要があると考えています,冒‘具体的には， 適材適所の任用配i趾という観点を蹄まえつ

つ‘職員の家庭事h'iに配慮した典動の実施に引き続き努めるとともに． 管理職による女性

職員への助言・脂導を含むサポート態勢の充実を|Xlるなど．登fll拡大に向けた勤務環境の

維術等に努めていきたいと考えています‘，

また， 女性職員が主任普記官等の管理職員への昇任をためらう理由として， 広域災動へ

の抵抗感や黄任が重くなることへの負担感などが指摘されてきたところですが， 引き続き

このような抵抗感や負担感等の解消に向けて取り組んでいく必要があることに加えて．登

111後の女性職員に能力を発揮してもらうとともに， 後進の女性峨員の登用もさらに進めて

いくためには，現状の管理職員の働き方を変えて． 仕事と生活の調和の爽現を図っていく

意識を持つ必要があると考えています。仕事と生活の捌和の実現は‘ 女性職員の登用場面

に限らず，職員全員が職場で活縦していただく上でも大切な視点です。側き方を見直す上
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雌商裁総務局・人班局･ ,IIIj:Wi政紫課との座談会

では． 個々人の意識だけではなく，職場全体としての取組も不可欠ですから， 各職場での

理解と協力もお願いしたいと考えています。

（4） 再任用制度について

大澤企画調査部長

再任用制度についてお聞かせください。

尾崎人事局参事官

国家公務員の雇用と年金の接続について平成25年3月26日に閣議決定があり。 同閣議決

定においては，平成25年度以降公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳

から65歳へと引き上げられることに伴い，無収入期間が発生しないよう， 当面定年退職

する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間再任用を希望する職員については

再任用するものとすることで． 国家公務員の雇用と年金を碓実に接続することとされてい

ます。

裁判所に対しては． 上記閣議決定の効力が直接及ぶものではあI)ませんが，裁判所にお

いても、 上記閣議決定の趣旨を踏まえて，裁判所職員の雇用と年金が確実に接続されるよ

う＃ 再任用を行っていくこととしています。

したがって． 定年退]職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間について

は， 再任服を希望する職員が国家公務員法上の欠格邪曲や分限免lli"i曲に該当しない限り

再任用を行っています．

また、 今後公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられ，定年退

職後に1111収入となる期間が伸びることから“ 再任用希望者（任期の更新希望者を含む｡）

が噌加し， それに伴って再任IW前の勤務地以外の場所での再任用を希望する者も墹加して

いくことが予想されます．このため， 再任附者の任用配悩に当たっては， 他の地家裁徽:内

又は他の高裁管内での再任j11を希望した者の勤務地の洲整や，再任用希望が小規棋庁に集
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会報饗:記官第44号

中した場合の勤務地の調整， ざらには現役職員の異動ローテーションとの調整等．種々困

難な問題に直面するものと思われますので，溌高裁としても各高裁と緊密な連携を図')な

がら適切な対応を行っていきたいと考えています。

（5） 仕事と生活の調和への配慮について

大澤企画調査部長

仕事と生活の調和への配慮についてお聞かせください。

尾崎人事局参事官

書記官については，若い世代を中心に，能力開発，適性発見等の観点に立って，可能な

限り多様な職務経験を職んでもらっているところですが，異動計画の策定に当たっては，

職員一人一人が，やI)がいや充実感をもって働き続けることができ， また家庭生活等にお

いても， 人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できるよう，仕事と生活の調和

の観点も踏まえ，管理職員による面談を通じて．職員の意向や家庭状況等の個別具体的な

事情の的確な把握に努めており． これらの事‘|青を-'一分に勘案しつつ，職員の意欲と能力に

基づき，適性や職務経験等に応じたバランスの良い任用配置が図れるよう-'一分配慮してい

ます。

（6） 次世代育成を支援する取組や制度(子どもを生み育てることと仕事の両立)について

大澤企画調査部長

次世代育成を支援する取組や制度（子どもを生み育てることと仕事の両立）についてお

聞かせください。

尾崎人事局参事官

裁判所においては，次世代育成支援対策法に基づき，特定事業主行動計画（アクション

プラン）を策定しており，先般，平成27年度から平成31年度を対象期間とする第3期行動

計画が策定，公表されたところです。

平成27年度は第3期の初年度であることから，行動計画の趣旨及び内容を改めて周知

し，職員一人一人の理解を深めることが重要であると考えており，各庁における職場ミー

ティングの実施などの取組を行って，全ての職員にとって働きやすい執務環境の整備を

図っていきたいと考えています。

また，第3期においては，男性職員の育児休業取得率を20パーセントとすることを目指

すとともに，あわせて，男性峨員の3日以上の育児参加休暇率を80パーセントとすること

を引き続き目指すこととしています。

これまでの取組によって， アクションプランの趣旨は徐々に職員の問に浸透してきてい

ると見ることができますが，今後も， 出産・育児をする職員を応援していくとともに，全

ての職員の仕事と生活の調和の推進に向けた実効性のある取組を進めていくこと力唾要で

あると考えています。

なお，新たなフレックスタイムについては． 各行政府省における検討状況について情報
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最高裁総務局・人事局・悩報政漿課との座談会

の入手に努めるとともに，裁判所における職務の特性や組織の特殊性を踏まえ，裁判所に

おける対応についての検討を進める必要があると考えており，行政府省の動向等を注視し

ているところです。

（7）産前・産後休暇，育児休業制度における代替要員の確保について

大澤企画調査部長

産前・産後休暇，育児休業制度における代替要員の確保についてお聞かせください。

尾崎人事局参事官

職員が育児休業をすることになった場合には，業務に支障が出ないように，業務分担の

見直しや．任期付採用及び臨時的任用制度の利用による代替要員の確保を検討するなどし

て，職員が安心して育児に専念できるよう配慮しているところです。

そのため，普記官が育児休業をすることになった場合には，書記官による任期付採用や

臨時的任用を行うのが望ましいのですが， ：書記官に任命できる者を代替要員として確保す

ることは困難な状況にあります。そこで,瞥記官に任命できる代替要員を確保するために，

退職予定者に対し退職後の任期付採用や臨時的任用の希望に関する調査を行うなどして，

候補者の確保に努めているところです。今後とも，育児休業期間においても業務に支障が

生じないように必要な配慮をしていきたいと考えています。

加えて，産前，産後休暇期間中の代替措置としても．休職者や年度途中の離職者がいる

等の限られた場合ではありますが．普記官に任命できる者を代替要員とする臨時的任用を

行っています。

沓:記官数の増加や育児休業の促進により， 今後も．育児休業者が商い水準で推移するこ

とが見込まれますが， 引き続き， 育児休業者が安心して育児に専念できるような勤務環境

を盤えるべく，今後とも代替要員の確保等に努めていく必要があるものと考えています。

また，平成19年8月l lﾖに導入された「育児短時間勤務制度」は,子育て中の職員にとっ

て利用しやすいものとするよう配慮する必要がありますが，一方で公務迦営に与える影響

も大きいと言わざるを得ない場合もあります。そのため，職員全体の理解を得ながら．配

置や業務分担を工夫することなどによって，裁判所の業務においても比較的対応しやすい

と考えられる勤務時間の割振I)モデルを示しています。このモデルに当てはまる請求につ

いては，基本的に配置や業務分担を工夫することなどにより，できる限り速やかに承認さ

れるものと考えており，実|祭そのような運用がされていると認識しています．

このモデルに当てはまらない請求については，公務運営に与える影響を考慮しつつ，異

動等も視野に入れて慎重に検討せざるを得ないと考えています。

さらに，任期付短時間勤務職員を確保する必要性も高いと考えられますが，任期付短時

間勤務職員は，育児短時間勤務を取得した職員と「l司一の業務」を行うこととされており，

沓記官に任命できる者を任期付短時間勤務職員として確保することは相当の困難がありま

す。
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会報謝記官第4.4号

いずれにしても．平成22年6月30日から育児短時間勤務をすることができる峨員が拡大

されており．子育て中の職員にとってこの制度が利用しやすいものとなるよう育児短時間

勤務の承認に当たって様々な工夫をすることにより， 今後も引き続き適切に対応していき

たいと考えています罰

7書記官の人材.育成における課題と今後の方向性について

大澤企画調査部長

沓記官の人材育成における課題と今後の方向性についてお聞かせください．

尾崎人事局参事官

裁判所が国民から期待されている使命を果たしていくた

めには、 ：沓:記官においても， 民事， 刑事， 家事及び少年の

各分野において， 裁判官との協伽態勢の下， 他の職種とも

相互に意思疎通を図|) ‘ 連挑を強化していくとともに，裁

判所を利用する人々の多種多様な問題を適切に解決するた

め．職務遂行能力の向上を図り，適正かつ迅速な手続運営

に職種的に関わってい’〈ことが求められます．

裁判所では， これまでも司法制度の充実強化に蜜する人

材の育成に取I)組んできたところですが．社会|ili勢の目ま

く､るしい変化の'.|! | 近時．裁判所に提起される紛争も綾雑
尾崎人事局参事官

化・困雌化の度合いを深めているところ，事件の適切な解

決を通じて裁判所がその役割を-'一全に果たしていくため， 職員一人一人が能力を伸長でき

る人材育成の重要性はますます高まっていると言えます。

これまでの人材育成においては． 具体的なOJTの内容は, OJT担当者に委ねられてい

たのが実情であり，裁判所がどのような人材を育成すべきかという育成の目標が組織的に

明確な形で共有されていなかったと思われます。各人の目標の設定も雌しい面があったこ

とや， 職員の次のステップを意識した能力伸長に|卿する働きかけが薄くなりがちであった

という課題もあったと考えています．

そこで，組織としてどのような人材を育成したいのかという， 人材育成に関する基本的

な考え方や取I)組むべき課題を組織的に共有しながら人材育成を行うことで，効果的な育

成を図ることを目的として． 平成27年10月以|旅， よりきめ細やかなOJTを実施するため
に‘ 人材育成の充実強化を図ることとしています。

具体的には， まず, OJT担当者との面談を行って， 各人の課題や目標について意見交

換を行い，適切な目標を設定していくことにしました。 もちろん， 各人が十分納得して高

い意欲を持って自己研錨に取り組めることが殿も重要であるため, OJT担当者は各人の

意見を尊重しながら面談を進めることになります。次に，面談により共有された育成目標
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は‘育成のためのカードに記載され． OJT担当者だけでなく， その上司や担当裁判官に

も情報提供きれるので，担当裁判官からも育成目標を踏まえた指導や助言が行われ，組織

的に充実したOJTが実施きれるようになります。

今後は， このような取組等を通じて，法律専門職である書記官が誇りと自信を持って執

務に精励できるように， 人材育成の充実強化に取I)組んでいきたいと考えています。

大澤企画調査部長

書記官の専門性に関して，現場には特定分野における専門性を伸ばしていきたいと考え

る書記官もいると思うのですが，異動により担当分野が変わることもあり, OJT担当者

の中にはどのような書記官を育成すべきかと考える者もあると思います｡以前スペシャリ

ス1､ ，ゼネラIノスI､といったことが言われていた時代もあったと思いますが， このあたり

と今回の人材育成の取組との関係をお聞かせください。

尾崎人事局参事官

特定分野における専門性という話になると，職務知識についてはスペシャリスト，ゼネ

ラリストといった議論に馴染むように思いますが，その他の能力項目については，担当分

野にかかわらず， ざらに言えば事務局勤務においても共通する汎用'|生のある能力であり，

スペシャリスト，ゼネラリストといった議論にはあまり馴染まないのではないかと思いま

す。

また，職務知識についても， この能力は単に「職務に必要な知識を持っているか否か」

ではなく， 「担当職務に必要な専門知識や技能を習得でき， これを活用できるか」という

能力ですが， こうした力は知識等の収集・習得の場面では情報収集力や理解力等に支えら

れ・活用の場面では判|折力や企画力に支えられる側面も有しており，能力は相互に影群し

合って伸長するものであることを考えると， どのような替記官を獄指す場合であっても，

様々な能力の伸長に取り組むことは大きな意義があるものと思います．このあたりは， 護：

記官の能力整理表を見ていただければ，僻定分野において高い専門性を発揮したいと考え

る沓:記官にとっても， ｜對係性や必要性の低い能力はないことは御理解いただけると思いま

す。

異動により担当分野が変わるというお話ですが，職務知識という能力を「職務に必要な

知識を持っているか否か』という狭い意義で捉えると，異動により担当分野が変わると常

に新たな職務知識が必要になると思えるかもしれませんが， 「職務知識をよ#)深く習得し，

かつ， これを職務において活用する」と考えた場合，新たな分野の職務知識習得やその活

用に取ﾄ)組むことによって， そうした習得や活用等を支える能力が高ま#) ， より高度な専

門性の発揮にも繋がると考えられるのではないでしょうか．
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8 メンタルヘルスについて

大澤企画調査部長

メンタルヘルスについてお聞かせください。

春名人事局給与課長

裁判所に勤務する職員が． メンタルヘルス不調により長期に渡って療養を余儀なくされ

るケースは少なくありません。職員が心身ともに健康で職務に従事し、 公務能率を向上さ

せるためにも，予防，早期発見・早期対処， 円滑な職場復帰と再発防止の各場面について、

管理職員はもとより職員一人一人が心の健康に|淵する正しい知識を持つことが重要です。

メンタルヘルス不調を予防するためには，心身の不調を感じたら， 自分一・人で悩まない

で，信頼できる人や上司等に相談するなどの行動を取ることが大切です。例えば，異動，

昇任， 引越し，結婚など，環境が変化する際は，思っている以上にストレスがかかると言

われていますので，特に注意が必要です。職員本人の心の悩み相談や上司・同僚からの相

談の窓口として，蛾商裁及び各高裁所在地に臨床心理士などの専門家によるカウンーヒリン

グ体制を繋怖し， その他の庁においても， カウンセリング会を実施していますので，是非

活用していただきたいと思います．管理職員は， コミュニケーションが取りやすく、風通

しの良い職場環境作りを心がけ，部下職員が相談しやすい雰囲気を作ることが大切です‘，

メンタルヘルス不調の兆候としては，遅刻・早退が増える，服装が乱れる、 食欲がなく

なる，表情が暗くなるといったことが挙げられるため． 言葉や仕事ぶりの変化に注目する

ことが大切です,．管理職員は, これらの兆候に気づいたら速やかに話を聞き，人事担当者，

健康管理医に相談するなど， 適切な対応をとる必要があります。

メンタルヘルス不調で療護していた職員が復帰する際は， 円滑な職場復帰と再発防止の

ために． 周鰯の理解と協力が非常に重要です。裁判所では‘療菱のため長期間職場を離れ

た職員の円滑な職場復帰を支援するため．平成25年1月から，職場復帰前に，元の職場な

どに一定期間継続して試験的に出勤し，一定の作業を行うことにより，職場復帰に際して

の不安を緩和する「試し出勤」を実施しているところです。職場の管理職員，人事担当者，

健康管理医による連携と周囲の皆さんの協力を得ながら「試し出勤」を適切に運用するこ

とで， スムーズな職場復帰と再発防止が図られるよう努力したいと考えています。

：
』
陸
堕
液
排
ら
管
野
岳
魚
畳
感
が
Ｅ
低
き
じ
影
正
，
岩
厚
雁
唇
手
便
慣
巳
跨
Ｚ
ｐ
Ｅ
Ｅ
陵
隈
唆
巨
稲
捗
Ｆ
陛
町
芯
か
９
ド
ラ
“
Ｐ

生

住

い

ゴ

マ

、

Ｆ

ｃ

晶

伊

＆

Ｐ

Ｐ

Ｇ

争

受

』

ｐ

Ｆ

リ

Ｆ

ｆ

ア

エ

訂

叺

砂

曹

■

吟

‐

ヒ

ワ

ひ

ひ

デ

ワ

■

畔

田

宇

。

Ｂ

一

睡

航

に

し

酔

官

▼

』

峡

Ｂ

Ｆ

ｆ

し

旧

い

心

弓

３

Ｐ

ｕ

ｂ

ｒ

Ｕ

》

巳

Ｐ

？

号

咋

砺

い

む

』

１

０

卜

△

恥

診

生

系

〃

Ｆ

暇

し

Ｆ

や

。

Ⅸ

度

瞬

Ｌ

Ｆ

卜

凹

ｒ

閾

●

食

ｒ

タ

畷

甲
Ｐ
負
§
比
乃
噌
牌
卜
世
レ
ド
リ
Ｌ
・
‐
。
、
上
げ
小
源
平
ト
ト
ｋ
ｐ
ｈ
Ｈ
ｒ
Ｆ

9 システム開発等と書記官事務について
ｆ
Ｊ

（1）裁判所における情報化の状況と課題について

大澤企画調査部長

裁判所における情報化の状況と課題についてお聞かせください。

松本情報政策課参事官

裁判所は， これまでも情報通信技術（以下「IT」という。）や情報システムを活用した
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情報化を進め，各種の手続や事務処理の合理化及び効率化に取り組んできました。平成16

年には，民事裁判事務処理システム及び刑事裁判事務処理システムの全国展開が中止され

るという事態が発生しましたが，その翌年の平成17年12月に情報化戦ll塔計画を策定し，民

事裁判事務処理システム等に代わる新しい基幹システムを導入する方針を立て，民事裁判

事務支援システム（以下「MINTAS」という。）及び刑事裁判事務支援システム（以下

｢KEITASjという｡）を開発しました。

また， これ以外にも, J ･NETポータルの構築，裁判員裁判関係のシステムの開発等，

情報化戦略計画に従った各種施策を実現してきました。

この間｡ ITは目覚ましい発展を遂げてきた反面，情報セキユリテイに対する新たな脅

威も日々発生するなど，裁判所を取り巻く情報化環境は激変し，新たな課題も生じていま

す。

そこで‘平成23年12月に情報化戦略計画を改定し，現在の重点的な課題として，①情報

システムの全体簸適化，②情報セキュリティ水準の向上，③災害等に強い情報システムの

構築等を掲げ， これらの課題に取り組んでいます。

ア情報システムの全体最適化

裁判所の情報システムは，各部署が必要に応じて開発，運用してきたことから， それぞ

れの情報システムごとに保守及び運用の仕方が異なるなどの状況が生じてお{) ， このよう

な状況は， コスト面だけでなく，職員の利便性の観点からも好ましいものではありません。

特に，支部や独簡などの小規模庁においては，一台の端末において複数のシステムを利用

するため，異動期やパソコン更新の|祭， インストールなどに時間を要することになるとか，

I

そこで，蝦

」の取組を高裁における各局課間の連擁を深めつつ，裁判所全体の観点から「全体般適化」の取組を

行うことでコストや利便性の問題を解決しようとしています。

家裁へのMINTAS導入は,MINTASという一つのシステムで家事も民事も処理でき

るようになるものであI)，全体最適化の一つの方向ではないかと考えています。

イ情報セキュリティ水準の向上

‘|背報セキュリティに関しては，例えば, サーバ室の入退室管理を確実なもの
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したりするなどの物理的，技術としたり) ，

的な対･莱を随時実施してきていますが，職員の惰報セキュリティに対する意識の欠如に起

因する事案は引き続き発生しています。

当課では，平成19年に情報セキュリティに関する事務総長依命通達，情報政策課長通達

及び実施要領を策定して職員の遵守すべき事項を示していましたが，平成26年に．情報化

技術の進歩等を踏まえ；ほぼ策定以来となる大幅な改定を行いました。ただし， セキュリ

ティポリシーは， 各職員の実践が伴ってはじめて真に有効な対策となり得るのであり， そ

のような意味での実効性の向上が喫緊の課題と認識しています。このような観点も踏まえ
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てルール自体の不|断の検証と改定の取組のほか， 各庁の実情に応じた実践的セキュリティ

対策の実施に向けた取組を進めています。このような運用面の対策に加えて． 我用対効果

の観点も踏まえ, IT関連技術の進歩に確実に対応できるような技術的な対･策を行ってい

く必要があります。

ウ災害等に強い情報システムの構築等

東日本大震災の発生により．裁判所でもIT機器が使用不能となる等の事態に直面し1

業務継続のための術えが必ずしも万全ではないことが判明しました。情報システムを使っ

た業務を継続するための対莱が喫緊の課題となっています。そこで，耐災害性を強化する

ための取組を進めており，平成25年度に構築したデータセンタに各種システムのサーバ機

能を順次移転する予定です。加えて， 同年度中に全ての裁判所の通信回線(WAN回線）

の二重化を完了しました。

（2） 情報化を推進するための人材の育成について

大澤企画調査部長

情報化を推進するための人材の育成についてお聞かせください。

松本情報政策課参事官

平成24年4月．裁判所組織の充実強化の一環として全国の高裁総務課内に文沓．傭報担

当部署が， 地家裁総務課に文脅（第二）係がそれぞれ設置され， 上記部鶚（家裁の文書係

未設世庁は庶務係）が情報化関連業務を担当するものとされました（以下． 当該業務を担

当する部署を「情報化関連業務部署｣，職員を「’情報化関連業務担当者」という。)。 ,傭報

化推進のためには各庁の情報化関連業務部署と当課が十分な連携を図り， 各庁における

ニーズなどの必要な情報を適切に共有することが不可欠ですので，定期的に意見交換を実

施するなどし， 更なる連携態勢を榊築したいと考えています。また．従前から裁判部にお

ける情報化推進のため．職員全体のレベルアップに向けた指導的役割を果たす者として，

全高裁及び全地家裁本庁を含む主な裁判所に情報化事務担当者を瞳いています。情報化関

連業務担当者は,①当該庁における情報化に関する全庁的な状況把握や上級庁からの連絡

の窓'二|になる。②裁判所全般及び当該庁の情報化に関する施莱等を把握し､情報化事務担

当者に対し，情報提供．助言支援等を行う, (3)IT委員会等の設置運営等を行う、④事

務局におけるIT機器ネットワーク等のトラブル対応等の業務を担当しています。一方，

情報化事務担当者は， 各庁の実情に応じて，①情報政策課所管システムの利用に関し，情

報政策課と各庁の裁判部との窓口となる,@IT機器ネットワーク及び情報政策課所管

システムのトラブル対応を行う，③情報化に関する研修への協力等を行うことが期待され

ています。このように情報化関連業務担当者や情報化事務担当者（任命予定者及び補助者

を含む｡）が中心となって裁判所の情報化が推進されていくこととなるため， これらの職

員を対象とした情報処理研修を1年に2回， 裁判所職員総合研修所において実施していま

す。同研修では， 全国から参加する120名(1回60名）の研修員に対して，充実した講義
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や減習を行っています。

また，事務の効率化や国民へのサービス向上のために裁判所の情報化を更に推進するた

めには， もはや各業務を行うために欠かすことができなくなったIT機器や情報システム

の知識や技能を一般職員に対して効率的に浸透させていくことが重要となってきていま

す。このような観点から，情報政策課では, IT機器や情報システムを利用するに当たっ

て必要となる操作方法や障害対応方法等の情報をJ ･NETポータルや「会報書記官」に

掲赦するなどして，随時お伝えしています。今後も職員の皆様からの御意見を研修に反映

させ，充実きせるとともに，情報化の推進に役立つ情報が職員に的確に伝わるように工夫

を重ねることで情報化を推進していきたいと考えています。

大澤企画調査部長

書記官に求めるIT能力については， どのようなものであるか， お聞かせください。

松本情報政策課参事官

ITへの拒否反応さえなければ-|-分対応できるのではないかと考えています。インス1,-

ル手順書や操作マニュアルについては，懇切丁寧なものを心掛けており, IT能力として

は標準的なレベルで十分だと思います。MINTASもKEITASも，利用者に親切なシステ

ム設計となっており．一通I)使いこなすという意味で支障を感じることはあまりないので

はないかと思いますが， もしもお困りの|祭は，情報政策課が全面的にバックアップさせて

いただきます。

（3）各種裁判事務支援システム(MINTAS, KEITAS)の稼働状況等について

大澤企画調査部長

各種裁判部務支援システム(MINTAS,KEITAS)の稼働状況等についてお聞かせくだ

さい。

松本情報政策課参事官

77 MINTASの稼働状況

MINTASは，平成26年1月に，支部を含む全高裁への導入が完了し，全国の高裁及び

地裁において稼働しています。高裁への導入後も，通常の業務を行う上では，取り扱う

データ通やユーザ数の増加などを原因とするレスポンスの著しい低下などの不具合は見ら

れず，安定して稼働しています。

/r MINTASの家庭裁判所への導入

(7)MINTASの家庭裁判所への導入の経緯等

家裁の家事事件及び人事訴訟事件等（以~ド「家事分野」という｡）の業務システムであ

る期日進行管理プログラム （家事事件用）を含めた4システムが併存することによるシス

テム上の非効率な点を解消すべく，平成27年3月までにMINTASの機能を基本とし，家

事分野で必要となる 情報を管理できる機能, に関する機能，

I

’
ー

で〆

1

に関する機能及び
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■を中心とした機能など‘ 家事分野の事務を処理するために必要な機能を追加するな
ど，家事分野の事務処理に対応できるよう改修しました。

(f) MINTASの家庭裁判所への導入展開スケジユール

平成27年7月から平成28年1月までの間に，受付出張所を除く全家庭裁判所310庁に対

し、 7回に分けて順次MINTASを導入する予定です。

（ｳ) .MINTASの家裁導入に向けた取組

a 導入事務担当者研修

各庁における現行システムからMINTASへの移行に関して導入作業の中心的役割を担

う職員である導入事務担当者に対して‘ 平成26年12月に,MINTASへの移行を円滑かつ

確実に行うための準備作業なと§を主な内容とする研修を実施しました。

b 操作研修

導入後のMINTASの安定した稼伽を図るため， 上記導入聯務担当者に対し， 平成27年

6月に， 家事分野に対応するために改修した機能を中心としたMINTASの主要な操作方
法を内容とする研修を実施します噂，

c データ移行

MINTASにデータを移行するためのプログラムを平成27年4月に配布しました。本プ

ログラムを利用して，現在各家裁において．各種の準備作業を行っていただいております。

今後， データ移行リハーサル等を行いつつ， 蒲実なデータ移行を図っていきたいと考えて
おります。

(z) MINTASの家裁導入のメリット

MINTASはセンターサーバ化されておﾄ) , 蝦高裁において， システム改修の適用作業

やバックアップを行うため，各庁のシステム担当者の負担が軽減されます｡

さらに， 高裁， 地裁及び家裁で同じシステムを利用することとなるため，異動に伴うシ
ステムの習熟を容易に図ることができます。

ウ KEITASの稼働状況

KEITASは， 全国の地裁本庁及び支部において稼働し

ており， 通常業務及び当直業務を行う上では，取り扱う

データ量やユーザ数の変動などを原因とするレスポンスの

著しい低下などの不具合は見られず，安定して稼伽してい
ます。
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工KEITASの機能改善改修

平成27年1月に， これまでに寄せられた意見等を踏ま

え， 過誤防止，事務処理の効率化や操作性の向上を図るこ

とを目的として, 【 】に関する機能を中心に改修
を行いました。 F

1松本情報政策課参事官
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蛾商裁総務局・人事局・悩報政雄課との座談会

e乍成事務については，通常想定される処理手順に沿った登録作業が可能になった

上， 画面表示を分かりやすくしたことで効率的な処理が可能にな'ﾂました。

そのほかにも，利便性の向上を図ることを目的として， これまで保守業者によるデータ

修正を必要としていた事項の一部について． 一定の権限を有する利用者であれば修正作業

が可能となるなどの改修を行いました。

Z- KEITASの更に使いやすいシステムに向けた取組

KEITASでは，操作や各庁での運用に必要な情報をオンラインヘルプの形に集約して

提供してお｝) ， 引き続きこのヘルプ機能を充実させていく予定です。

また，ユーザサポートに寄せられた問合せに効率的に対応するため，定型的な問合せ内

容については， オンラインヘルプか区 】したファイルにあらかじめ必要な情報

を入力した_上で依頼する方法としていることから， 問合せ者とユーザサポートとの間で円

滑なコミュニケーションを図ることができるようになり， 一定の内容のデータ修正であれ

ば作業にかかる期間を短縮することができるようになっています。

そのほかにも, KEITASを新規にインストールした場合や不具合が発生した場合に，

端末の設定を確認し, KEITASの利用に必要な設定をすることができるツールを提供し，

利用者が洲りなくKEITASを利用できるようになっています態

今後も各庁から寄せられた御意見や御要望を踏まえ．ユーザサポートを始めとする各保

守担当業者と連携し，更に使いやすいシステムとなるよう努力していきます。

（4） 家庭裁判所や簡易裁判所の情報化について

大澤企画調査部長

家庭裁判所や簡易裁判所の情報化についてお聞かせください。

松本情報政策課参事官

ア家庭裁判所の情報化について

（ｱ） 家事分野について

家裁の家事分野の傭報化については， (3)のイで述べたとおりです鳴，

（ｲ｜ 少年事件処理システムの改修について

少年事件処理システムについては，従前各庁ごとに分散していたサーバをセンターサー

バ方式へ移行する作業が平成27年2月に完了し，障害やアプリケーションの変更等が発生

した場合においても， 原則として， センターサ〒（側においてメンテナンス及びバック

アップを行うことができるようになりました。これにより各庁のシステム担当者の負担を

軽減しつつ‘ 重要かつ秘匿性の高い少年事件のデータを集中管理し，商いセキュリティレ

ベルの下での稼側を実現しました。

イ簡易裁判所の情報化について

期日進行管理プログラム （簡裁民事事件用）が，全国の簡裁438庁に導入されており，

簡裁の民事事件処理のための基幹プログラムとして，事務処理上不可欠なものになってい
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(5) J ･NETポータルの充実について(3(1)イを除く分野について）

大澤企画調査部長

J ・NETポータルの充実について(3(1)イを除く分野について）お聞かせください。

松本情報政策課参事官

J ･NETポータルは, q 】

，
Ｆ
Ｌ

r

DL

平成19年8月から連用しているJ ･NETポータルは，平成23年腱には． サーバを更新

して蛾新の機器を導入するとともに， 各種設定の見直しを行い． ポータルの起動やレスポ

ンスの向上を図りました。

また，新たなコンテンツとして．平成24年度には，裁判官を含む全職員が閲覧できる「番

記官駆務の盤理」が設けられました。平成25年度には各庁での'|宵報共有等に利用できるよ

う 「高地家簡裁掲示板」の運用が開始され，現在は， 一日に約2万件のアクセスがありま

す<，今後もJ ・NETポータルが各種業務の基雌として利用されるよう､ 更なる充実を目

指していきます。

（6） 情報セキュリティ (USBメモリ等による非公表情報の持ち出しを含む｡）の職員へ

の意識付けについて

大澤企画調査部長

情報セキュリティ (USBメモリ等による非公表情報の持ち出しを含む｡）の職員への意

i俄付けについてお聞かせください。

松本情報政策課参事官

昨年「サイバーセキュリティ基本法」が制定，施行されるなど，政府のサイバー攻喋に

対する態勢整備が進められている中、 公的機関の保有する情報を狙った標的型メールが引

き続き複数の裁判所職員に対して送信されるなど，裁判所においても‘購報セキュリティに

対する脅威はますます高まっており．情報セキュリティに対する職員への意識付けの重要

度も年々増しています。

一方で．職員の情報セキュリティに対する意識の欠如に起因する事案が引き続き発生し

てお|) ，情報セキュリティの職員への意識付けを強化することは依然として裁判所の重要

課題の一つであると認識しています。

一般的にも，情報漏えい事故件数の大半は人的ミスに起因すると言われていることか

ら， 職員に対して情報セキュリティの重要性を意識付けるため， あらゆる機会を捉えて根

気強く， 粘り強く指導を繰り返していくことが重要であると考えています。

具体的には，情報セキュリティ研修，情報処理研修等の研修において，情報セキュリ

ティに関する基礎知識及び溌新動向並びに裁判所の情報セキュリティポリシー及び裁判所
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最高裁総務局・人事局・情報政漿課との座談会

の情報セキュリティ対策を説明するとともに，実際に起こった情報セキュリティに関する

事故事例を題材にすることで，個々の職員だけでなく部課室全体で情報セキ11ノティの必

要性･重要性を話題にし，理解を深めてもらうような取組をしていきたいと考えています。

また，高地家裁の情報化関連業務部署とも連携して，毎年実施している情報セキュリティ

対策の自己点検や情報セキュリティ朧査，標的型メール攻螺訓練等の機会を利用して，職

員の情報セキュリティに関する意識を引き続き高めていきたいと考えています。

（7）平成28年に予定される一と書記官事務への影響について

大澤企画調査部長

平成28年に予定され と書記官事務への影響についてお聞かせくださ

い。

松本情報政策課参事官

現在，各庁に整備している職員貸与パソコン及び共用パソコン等については，平成28年

度に一斉更新（リース）を行い，

こより書記官事務に支障が生じることがないよう必要に応じてシステムの

対応改修等を行っているところです‘，

また， ハー|ぐウェアの仕様については，裁判所の業務の内容やセキュリティの確保とい

う観点から必要な機能について検討を進めています。

職員貸与パソコン及び共用パソコン等を一斉に更新することは， これまでにない大規模

な作業になるため， 各庁への納入に当たっては， 相当程度の作業期間を設けて対応してい

くことになI)ます･

10東日本大震災への対応状況について

大澤企画調査部長

東日本大震災への対応状況についてお聞かせください．

大須賀総務局第一課長

束H本大震災の発生から4年あまI)が経過しました。

被災庁においては．震災に関連する法的紛争への対応を推し進め，溌高裁判所としても，

被災庁における事件処理の支援に努めてきたところです。

現時点の被災庁における民事訴訟事件の数については，震災前の水準を下回っているも

のの， これは，全国的な事件動向と|司様に， いわゆる過払金事件の減少による影騨が大き

いと思われます。過払金事件を除く一般の民訴事件について見ると，震災前（平成22年）

の水準よりも増加している庁もあります。また，原子力発電所の事故に関しては， 引き続

き損害賠悩請求が提起されています。

さらに近時，被災地の復興事業に伴う用地取得加速化の動きにより，財産管理制度の活

用が進みつつあるなど，情勢に動きもあるところであり，事件動向について今後の予測を
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弱

行うことは容易ではありません。今後とも，裁判所全体が被災地における事件等の動きを
注視し‘ 適切かつ機動的に対応していく必要がある中・書記官においても，必要な事務処
理を迅速に行うなどして，状況の変化に応じた適切な対応が求められることになります。
大澤企画調査部長

ありがとうございました。以上をもちまして‘予定していたテーマを全て終了いたしま
した。

千葉事務局長

それでは溌後に，永田会長から閉会の御挨拶を申し上げます。
永田会長

本日は，長時間，多'11kにわたるテーマについて，大変有意義なお話をお聞かせいただき’
ありがとうございました。殿筒裁事務総局の皆様方が， 普記官のために↑ あらゆる分野で
多角的に，省記官制度，瞥記官事務，普記官に対する処遇等を検討していただいている状
況をお伺いすることができ， 改めて， その御努力に敬意を表する次第です。
本日の座談会は．全国の会員にとって， また日番協の今後の活動を検討するに当たって’
大変有益な情報を提供していただいたと思います。今後とも日沓協に対して御支援を賜り
ますようお願い申し上げて､ この座談会終了の挨拶といたします､，本日は’誠にありがと
うございました。

千葉事務局長
．‐ ， “ ， レュ、一 ●ｩ､軸匡1 ハ或忌7ルポ幡報耐籍製シの曄談会を終了させていただきま総務局以上をもちまして
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